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方針 

 

本ポリシーの目的は、内国歳入庁 (IRC) セクション501(r) および適用される回収

に関する法律および規制の遵守、患者の満足度、および効率性を促進する方法で、請

求、回収、およ び回復機能を行うための明確で一貫したガイドラインを提供すること

です。本ポリシーは、病院施設が緊急医療および医療上必要なケア（以下、EMCare

）の提供に関連して滞納している患者アカウントの回収行為を行う状況を概説し、許

可する回収行為を特定するもの である。このポリシーは、支払いがなされなかった

場合に、病院施設がEMCareの請求書の支払いを得るために取ることのできる行動を

説明するものであり、許容される回収行動を 含むがこれに限定されません。 

 
規模 

 
1このポリシーは、病院施設を運営するCommonSpiritとその非課税の直接関連会社2

および 非課税の子会社（以下、個々にCommonSpirit 病院機構といい、総称して

CommonSpirit 病院機構といいます）に適用されます。CommonSpiritの方針は、回収

および回復活動の実施において、最高水準の倫理と誠実さに従うこと、また各病院施

設でのCommonSpirit 病院機構のすべての患者に対する公正な治療の回収プロトコル

に従うことです。 

 
 

1 直接的な関連会社とは、CommonSpirit Healthが唯一の法人会員または唯一の株主である法人、お

よびコロラド州の非営利法人であるディグニティ・コミュニティ・ケア社を指します。 

2 子会社とは、非営利または営利を問わず、直接の関連会社がそのような組織の統治機関の議決権

を有するメンバーの50パーセント（50％）以上を任命する権限を有するか、または50パーセント

（50％）を保有する組織を指します。％）またはそのような組織（直接関連会社に特定の意思決定

権限を付与するメンバーシップ権限または証券によって証明される）または子会社がそのような権

限または投票権を保持している組織の投票権の以上。 
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原則 

 

CommonSpirit 病院機構 の患者がサービスを受けた後、病院施設は患者／保証人お

よび該当する支払者に正確かつタイムリーに請求します。この請求と回収のプロセスに

おいて、スタッフは質の高い顧客サービスとタイムリーなフォローアップを提供し

、すべての未払い金は適用されるすべての法律と規則に従って処理されます。また、

CommonSpiritの価値観では、すべての個人が尊敬と思いやりを持って扱われることが

求められています。CommonSpiritは、ある種の回収行為をCommonSpiritの組織的価

値観に抵触するものと定義し、その使用をいかなる場合も禁止しています。 

 

申請 

 

A. このポリシーは以下に適用されます。 
 

 CommonSpirit 病院機構が病院施設内で提供するEMCareのすべての料金。 

 CommonSpirit 病院機構に雇用されている医師または上級臨床医が病院施

設内で提供するEMCare のすべての料金（当該ケアが病院施設内で提供さ

れる場合）。 

 実質的な関連団体に雇用されている医師または上級臨床医が病院施設内で

提供するEMCareのすべての料金。 

 患者が料金を負担することになる場合に患者に提供される、保険適用外の

医療上必要なケア。例えば、滞在期間の制限を超えた日数分の料金や、患

者の給付金が使い果たされた状況での料金などが該当します。 

 上記のEMCareのために支払うべき金額を回収するために、病院施設、請

求および回収サービスの指定サプライヤー、またはその第三者である病院

組織の回収エージェントが行うあらゆる回収および回復活動。このような

収集および回収活動を管理するすべての第三者契約には、本ポリシーの遵

守およびその不遵守の結果としての失敗に対する補償を要求する条項が含

まれていなければなりません。これには、後に病院施設の債務を販売また

は紹介する第三者間の契約が含まれますが、これに限定されません。 

 

B. 他の法律との調整 
 

財務支援の提供、患者アカウントの請求および回収は、現在または将来において、連邦

法、州法、または地域法に基づく追加規制の対象となる可能性があります。そのよ

うな法律は、本ポリシーよりも厳しい要件を課している範囲内で適用されます。後

に採用された州法又は地方法が本ポリシーと直接競合する場合、 
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CommonSpirit病院組織は、現地のCommonSpiritリーガルチームの代表者、

CommonSpirit・レベニューサイクルのリーダー 及びCommonSpirit・タックスのリー

ダーと協議の上、次のポリシー見直しサイクルまでに、適用される法律に準拠するため

に必要な本ポリシーへの最小限の変更を加えた本ポリシ ーの補遺を採用することが認

められるものとします。 

 

原則 

 

CommonSpirit 病院機構は、請求書、書面、電話などを用いて、患者・保証人に経済

的責任と利用可能な経済的支援の選択肢を伝えるとともに、未払い金に関して患者・

保証人にフ ォローアップを行うよう、真摯に努力します。CommonSpirit 病院機構

は、カトリックの医療機関として、提供されるサービスへの支払い能力に関わらず、

患者や医療を求める人々 のニーズに応えるよう求められています。 

 

最後に、CommonSpirit 病院機構は、IRC セクション501(c)(3)に基づき、慈善団体（

すなわち、非課税）として指定されています。IRC セクション501(r)に従い、特に非

課税を維持するためには、各CommonSpirit 病院機構 は、病院施設でEMCareを受

ける患者さんに関して以下のことをしなければなりません。 

 経済的支援を受ける資格のある個人がEMCareに対して請求する金額を、当該

ケアをカバーする保険に加入している個人に対して一般的に請求される金額

（AGB）を超えないように制限する。
 その他のすべての医療について、経済的支援の対象となる個人への請求額は

、総請求額以下とすること。
 病院施設が、個人がCommonSpirit Governance Policy Finance G-003、

Financial Assistanceの下で支援を受ける資格があるかどうかを判断するための

合理的な努力をする前に、特別な収集アクションに従事しないでください。
 

定義 

 

一般請求額 (AGB) とは、この財政支援ポリシーの下で財政支援を受ける資格のある

患者が、すべての控除や割引（このポリシーの下で利用可能な割引を含む）が適用

された後、保険会社から償還された金額を差し引いて、個人的に支払う責任のある

最大の料金を意味   します。財政支援の対象となる患者は、患者に提供される

EMCareのAGBを超えて請求されることはありません。CommonSpiritは、「ルック

バック」方式を用いて施設ごとにAGBを算出しています。これは、CommonSpiritが

提供するEMCareの「総料金」に、連邦法に定められたMedicare   
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および民間保険の下で認められた過去の請求に基づくAGBパーセンテージを乗じ

るものです。これらの目的での「総料金」とは、各EMCareサービスの各病院施設の

チャージマスターに記載されている金額を意味します。 

 

申請期間とは、CommonSpiritHospitalOrganizationが財政支援申請を完了するために

患者に提供する時間を意味します。この期間は、(i)患者の病院施設からの退院日または

患者のEMCareの日付から365日、または(ii)病院施設で受けたEMCareの退院後の最

初の請求書の日付から240日、のいずれか遅い方に失効します。 

 

緊急 Medical Care 、EMTALA - 病院施設において、社会保障  法  第  

1867 条（42 U.S.C.1395dd）に規定される緊急医療状態の治療を求める患者は、治

療費の支払い能力に関係なく、差別なく治療を受けるものとします。さらに、治療前

に支払いを要求し たり、EMCareの提供を妨げるような債権回収および回収活動

を許可するなど、患者がEMCareを求める意欲を失わせるような行為は禁止されて

います。また、病院施設は、連邦緊急医療処置労働法（EMTALA）に基づくスクリ

ーニング、治療、移送の要件、および42 CFR 482.55（またはそれに代わる規制）

を含む、緊急医療状態に関するケアを提供するためのすべての連邦および州の要件

に準拠して運営されなければなりません。病院施設は、何が緊急医療状態を構成す

るか、またそれぞれに関して従うべきプロセスを決定する際に、 CommonSpirit の

EMTALA ポリシー、EMTALA 規制、および適用されるMedicare ／ 

Medicaid参加条件を参照し、これに従わなければなりません。 

 

臨時徴収の実施 (ECA)-病院施設は、病院施設のFAPに基づく適格性を判断するため

の合理的な努力を行う前に、個人に対してECAを行うことはありません。ECAには

、治療費の支払いを得るために行われる以下のような行為が含まれます。 

 

 連邦法で明示的に規定されている場合を除き、個人の債務を他者に売却する

こと、および
 個人に関する不利な情報を消費者信用情報機関に報告すること。

 

ECAには、病院施設がケアを提供した人身事故の結果として個人（またはその代

理人）に支払われる判決、調停または和解金の収益に対して、病院施設が州法に基づ

いて主張する 権利を有する先取特権は含まれません。 

 

財政援助とは、EMCの予想自己負担費用を全額支払うことが財政的に困難な患者に提

供さ れる援助を意味し、病院施設で提供され、そのような援助の適格基準を満たしま

す。財政 支援は、保険会社との契約で認められている範囲内で、被保険者に提供

されます。 
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財務支援ポリシー（FAP）とは、CommonSpirit 政府の財政ポリシー G-003財務支

援を意味し、患者保証人が財務支援を受ける資格を得るために満たさなければならな

い基準や、個 人が財務支援を申請するプロセスを含む、CommonSpiritの財務支援

プログラムについて説明しています。 

 

保証人とは、患者の請求書の支払いに法的に責任を負う個人を意味します。 

 

病院施設（または施設）とは、州が病院として認可、登録、または同様に承認する必

要が あり、CommonSpiritHospitalOrganizationによって運営されている医療施設を

意味します。請求回収業務の遂行に関しては、「病院施設」という用語には、指定サ

プライヤーも含ま れる場合があります。 

 

医療上必要なケアとは、生命を危険にさらし、苦痛や痛みをもたらす状態、病気、傷

害、疾患の予防、診断、修正、治癒、緩和、悪化の回避のために必要であると合理的に

判断さ れる処置を意味します（提供者による）。生命を危険にさらし、苦痛や痛みを

もたらし、病気や障害を引き起こしたり悪化させたりする恐れがあり、身体の変形

や機能不全を引き起こし、または変形した身体の機能を改善するために、他に同等の

効果があり、より保守 的で費用のかからない治療方法がない場合に、必要と判断され

たもの。医学的に必要な治 療には、正常な、または正常に機能している身体の一部の

美的外観を改善するためだけの 選択的または美容的処置は含まれません。 

 

通知期間とは、病院施設がEMCareの退院後の最初の請求書を提供した日から120

日間をいいます。施設は、通知期間中、患者が財政援助を受ける資格があると判断す

る合理的な努 力がなされない限り、ECAに関与することはありません。 

 

病院施設の運営-病院施設は、自身の従業員を使用するか、施設の運営を別の組織に委

託す ることによって運営されていると見なされます。また病院施設は、

CommonSpirit 病院機構がパートナーシップとして課税されている事業体が州の認可を

受けた病院施設を直接運営 しているか、パートナーシップとして課税されている他の

事業体を通じて州の認可を受け た病院施設を間接的に運営している場合には、

CommonSpirit 病院機構によって運営されている可能性があります。 

 

推定財政支援とは、財政支援の適格性を判断することを意味し、第三者の業者が

提供する情報やその他の一般に入手可能な情報に依存することがあります。患者が経

済的支援の対 象者であると推定された場合、対象者が推定対象者である期間、

EMCareが無料または割引で提供されます。CommonSpirit 政府の財政ポリシー G-

003, 財政支援の推定対象者もご参照ください。 
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実質的な関連企業 とは、CommonSpiritの病院組織に関しては、連邦税務上パート

ナーシップとして扱われ、病院組織が資本金または利益を所有する事業体、または病

院組織が唯一 のメンバーまたはオーナーであるディスカード事業体で、州の認可を

受けた病院施設でEMCareを提供する事業体を意味します（ただし、当該医療の提

供が病院組織に関してIRC セクション513に記載されている無関係な事業またはビ

ジネスである場合を除きます）。 

 

財政援助申請書（FAA）が提出された場合のECAの一時停止とは、施設（またはその他

の 認可された当事者）が、以下のいずれかの時点まで、医療費の支払いを得るため

にECAを開始したり、以前に開始されたECAについてさらなる措置を講じたりしな

いことを意味します 

 施設は、記入済みのFAP申請書に基づいて個人がFAP適格者であるかどう

かを判断し、記入済みのFAAまたは以下について、ここに定義されている

合理的努力の要件を満たした。または 

 不完全なFAAの場合、個人が、追加情報や文書の提出を求められても、そ

れに応じるために与えられた合理的な期間（30日）内に応じられなかった

場合。 

 

無保険とは、民間の第三者保険会社による第三者保険、ERISAプラン、連邦医療プロ

グラ ム（Medicare、Medicaid、SCHIP、およびTRICAREを含むがこれらに限定さ

れない）、労働者補償、またはその他の第三者支援を受けていない個人を意味し

ます。彼または彼女の支払い義務の履行を支援するため。 

 

一部保険未加入とは、民間または公的な保険に加入している方で、この保険でカバー

され るEMCareの予想される自己負担額を完全に支払うことが経済的に困難であ

る方を意味します。 

 

請求の実務 

 

CommonSpirit 病院機構は、CommonSpirit病院機構で提供されたEMCareに関連する

アカウントの回収において、以下のような標準的な手順に従います。 

 

A. 保険請求 

 

 すべての被保険者について、病院施設は該当する第三者支払者に適時

に請求します（患者／保証人から提供された情報または検証された情

報、あるいは他の情報源から適切に検証された情報に基づきます）。
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 病院施設の過失により支払者が有効な請求を拒否した（または処理さ

れなかった）場合、病院施設は支払者が請求を支払った場合に患者が

負担したであろう金額を超える金額を患者に請求しません。 

 有効な請求が、病院施設の管理外の要因により支払者に拒否された（

または処理されなかった）場合、スタッフは請求の解決を促進するた

めに、支払者および患者に適切なフォローアップを行います。合理的

なフォローアップを行っても解決に至らない場合は、病院施設は患者

に請求するか、支払者との契約に基づいて他の措置を取ることがあり

ます。 

 

B. 患者への請求 

 

 すべての患者／保証人には、病院施設の通常の請求処理の一環として

、直接かつ適時に請求書を発行し、明細書を受け取ります。 

 保険に加入している患者の場合、利用可能なすべての第三者支払機関

による請求が処理された後、病院施設は患者様／身元保証人の皆様に

、保険給付によって決定されるそれぞれの責任額を適時に請求します

。 

 すべての患者／身元保証人は、いつでも自分の口座の明細書を要求す

ることができ、病院施設はこれを提供します。 

 患者が自分のアカウントに異議を唱え、請求書に関する文書を要求した

場合、スタッフは要求された文書を（可能であれば）10日以内に書面

で提供し、アカウントを回収に回す前に、少なくとも30日間アカウン

トを保持します。 

 病院施設は、一回での支払いが困難であることを示す患者／保証人

に対して、支払いプランの手配を承認するものとします。 

 レベニューサイクルリーダーシップは、特別な事情がある場合には、

ケースバイケースでこの規定を例外的に適用する権限を有します

（業務手順書に従う）。 

 病院施設は、患者主導の支払調整に応じる必要はなく、患者が設定さ

れた支払計画に不履行となった場合には、以下に説明するように、第

三者の回収業者にアカウントを照会することができます。 

 

C. 回収行為 

 

 病院施設、指定サプライヤー、またはその第三者回収業者が行うす 
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べての回収活動は、債権回収業務に関するすべての連邦法および州法

に準拠しています。 

 

 すべての患者／保証人は、補遺Aに記載されているように、金銭的支

援、支払計画の選択肢、およびアカウントに関して利用可能なその他

の該当プログラムについて、病院施設に連絡する機会を持つものとし

ます。 

o 病院施設のFAPは無料で利用できます。 

o 病院施設のFAPについて質問のある方は、金融相談室に電

話または直接お問い合わせください。 

 病院施設は、関連する州法および連邦法を遵守し、本ポリシーの規定

に従って、患者の未払い金を回収するために、許可されたECAを含む

回収活動を行うことができます。 

o 一般的な回収活動には、電話連絡、明細書の発行、その他

標準的な業界慣行に従った合理的な努力が含まれます。 

o 患者残高は、施設の裁量により、適用されるすべての連邦

、州、および地域の無差別慣行を遵守して、第三者に回収

を依頼することができます。当施設は、債権回収会社に委

託された債務の所有権を維持し、患者の口座は以下の注意

事項に基づいてのみ回収に回されます。 

 患者が債務を負っていると信じるに足る合理的な根

拠があること。 

 患者／身元保証人が迅速かつタイムリーに特定した

第三者支払機関に、適切な請求がなされており、残

りの債務は患者の金銭的責任であること。病院施設

は、保険会社または第三者が支払う義務のある金額を

患者に請求しません。 

 病院施設は、アカウント上の請求が第三者支払者から

の支払いを保留している間は、アカウントを回収に回

さない。ただし、解決に向けて努力しているにもかか

わらず、第三者支払人との間で不合理な長さの「保留

」状態が続いている請求は、「拒否」と再分類される

ことがあります。 

 病院施設は、患者が最初に経済支援を申請し、病院施

設がまだその口座に関して合理的な努力（以下に定義

）をしていない場合、その口座を回収に紹介しません

。 
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 破産免責の通知を受け取った場合、CommonSpiritの

病院施設は、回収業者への委託を含め、すべての回

収の試みを中止します。患者／債務者は、通知の受

領後、電話、手紙、明細書を含むいかなる方法でも連

絡を受けることはありません。すべての連絡は、必要

に応じて管財人または当該案件を担当する弁護士と行

わなければなりません。 

o いかなる施設も、患者または保証人がCommonSpirit 政府

の財政ポリシー G-003 財政支援に定義される「患者協力基

準」に従事している限り、未払いの自己負担額を第三者の

回収業者に送らないものとします。 

 

合理的な努力と異常な回収行為 

 

EMCareの支払いを得るためにECAを行う前に、病院施設は、個人が経済的支援を受

ける資格があるかどうかを判断するために合理的な努力をしなければなりません。

いかなる場合も、すべての合理的な努力がなされない限り、ECAは、施設が退院後

の最初の請求書を提供した日から120日（または適用法で要求される場合はそれ以

上）前に開始されません（すなわち、通知期間中）。以下のシナリオでは、ECAに

取り組む前に施設が行わなければならない合理的な努力について説明しています。 

 

A. ECA の実施 - 通知要件 

 

 施設内で提供されるEMCareについては、ECAを開始する前に、ここに記載さ

れて いるFAPについて患者に通知する必要があります。通知要件は以下の

通りです。 

o 書面による通知 - 病院施設は、ECAを開始する少なくとも30日前

に、書面による通知を患者に提供することにより、FAPについて

通知します。通知書は以下の通りです。 

 FAPの概要を平易な言葉で記載すること。 

 資格のある人に財政援助が可能であることを示す。 

 支払うべき金額が支払われない場合、または申請期間の最

終日までに指定された期限までにFAAが提出されない場合

に、病院施設（またはその他の権限のある者）がEMCareの

支払いを得るために開始する予定のECAを特定すること。 
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o 口頭での通知 - 病院施設は、通知書の提供と併せて、患者から提

供された最新の電話番号を用いて、登録手続き中にFAPに基づく

支援を受ける方法を口頭で患者に通知するよう努めます。この試み

は同時期に記録さ れます。 

o 複数のケアエピソードがある場合の通知 - 病院施設は、複数の医

療エピソードについて同時にこの通知要件を満たすことができ、施設

が複数の 未払い医療費の支払いを得るために開始する予定のECA

について本人に通知します。ただし、施設が個人の複数の医療エピ

ソードに対する未払 い請求書を集計してから、それらの請求書に対

する支払いを得るために1 つまたは複数のECAを開始する場合、

集計に含まれる直近の医療エピソードに対する退院後の最初の請

求書から120日後までECAを開始しない限り、施設はその個人が

FAP適格者であるかどうかを判断するための合理的な努力を行っ

ていないことになる。 

 

B. 患者が不完全なFAAを提出した場合の合理的な努力 

 

 病院施設は、患者／身元保証人に対して既に開始されているECAを、経済

的支援の適格性が決定されるまで中断します。 

 病院施設は、FAAを完了したとみなすために患者または保証人が提出しな

ければならない必要書類のリストを記載した書面による通知を患者に提供

し、必要な情報を提供するために30日間の猶予を与えます。通知には、

FAAに関する情報を提供し、FAAの作成を支援することができる施設また

は施設内の部署の電話番号および所在地を含む連絡先が記載されます。 

 

C. 完成したFAAを提出した場合の合理的な努力 

 

 申請期間中に患者が記入済みのFAAを提出した場合、病院施設は以下を行

わなければなりません。 

o EMCareの支払いを受けるためのECAを一時停止します。 

o 当該患者がEMCareに対するFAP適格者であるかどうかを判断し、

当該適格性の判断（該当する場合は、当該患者が適格とされる支

援を含む）およびその判断の根拠を書面で通知します。 

o 病院施設が、個人がEMCareのFAP適格者であると判断した場合、

病院施設は以下を行わなければならない。 

 EMCareのために支払った金額（病院施設、または病院施設が 

EMCareのために個人の債務を照会または販売した他の当事者に 
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かかわらず）が、FAP適格者として個人的に支払う責任があ

ると判断された金額を超える場合は、個人に返金する。 

 消費者報告機関または信用調査機関に報告された不利な情

報を個人の信用報告書から削除することを含め、ECAを元

に戻すために合理的に利用可能なすべての手段を講じること

。 

o 病院施設が、個人がEMCareに対するFAP適格者ではないと判断

した場合、病院施設は合理的な努力をしたことになり、許可され

たECAに従事することができます。 

 

D. 直近のエピソードの EMCare に関する退院後の最初の請求書発行から 90 日
以内に 

FAA が提出されない場合の合理的な努力 

 

 施設は、合理的な努力- ECA への関与-通知要件に記載されているとおり

、通知書を発行する。通知書の送付後30日以内にFAAを受領しなかった場

合、FAP適格性を判断するための合理的な努力を行うという要件は満たされ

たことになりま す。したがって、病院施設は、退院後の最初の請求書発

行から120日後から、本ポリシーで認められているECAを実施することが

できます。 

 権利放棄 - いかなる状況においても、病院施設は、本ポリシーに記載され

ている合理的な努力を行うための要件を満たす目的で、口頭または書面を

問わず、個人が経済的支援を希望しないという放棄を受け入れないものと

します 

 

E. 許容される特別な回収行為 

 

 上記のように経済的支援の適格性を判断するための通知要件を含む合理的

な努力を行った後、病院施設（またはその他の認可された当事者）は、

EMCareの支払いを得るために以下のECAを行うことができます。 

o 連邦法で明示的に規定されている場合を除き、個人の債務を他者

に売却すること、および 

o 個人に関する不利な情報を消費者信用情報機関に報告すること。 

 

病院施設は、患者がMedicaidまたはその他の公的支援医療プログラムの医療保険を

申請したことを示す文書を提出した場合、当該プログラムへの適格性が判断され、

EMCareに対する第三者からの利用可能な保険が請求され、処理されるまで、患者に

対するECAを行いません。 
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F. 合理的な努力-第三者との契約 

 

 EMCareに関連する個人の債務を他者に販売または紹介する場合（内国歳入庁

の財 務規則に記載されているECAとみなされない債務販売を除く）、病

院施設は当事者と法的拘束力のある書面による契約を締結し、適用可能な

範囲で実施します。 

 

個人のFAP適格性を判断するために合理的な努力をするという要件を満た

すために、これらの契約には少なくとも以下の規定が含まれていなければ

ならない。 

o 債務の紹介または売却後、申請期間の終了前に個人がFAA（完全か不

完 全かは問わない）を提出した場合、当事者はEMCareの支払いを

得るためにECAを一時停止します。 

o 債務の紹介または販売後、申請期間の終了前に個人がFAA（完全か不

完 全かを問わない）を提出し、EMCareに対するFAP適格性があ

ると判断された場合、当事者は適時に以下のことを行います。 

 契約書および本ポリシーに記載されている手順を遵守し、

個人がFAP適格者としてEMCareを支払う必要がある以上

の金額を当事者および病院施設に支払うことがなく、また

支払う義務もないようにする。 

 該当する場合、および当事者（病院施設ではなく）がそう

する権限を有する場合、個人に対して行われたECA（債務

の売却を除く）を取り消すために、合理的に利用可能なあ

らゆる手段を講じます。 

o 応募期間中に第三者契約者が後続者（第4者）に債務を照会または

売却する場合、第三者契約者は、本項に記載されたすべての要素を含

む契約書 を後続者から取得します。 

o 第三者契約者は、未払いの患者さんの口座を解決するために、合理的

な 努力をしなければなりません。積極的または非倫理的な回収方

法は許されません。 

 

G. 合理的な努力-文書の電子的提供 

 

 病院施設は、ここに記載された書面による通知または連絡事項を、電子的

に受け取ることを希望することを示した個人に対して、電子的に（例えば

、電子メールで）提供することができます。
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資金援助に関する文書 

 

A. リクエストの処理 

 

 人間の尊厳とスチュワードシップというCommonSpiritの価値観は、申

請手続き、経済的必要性の判断、および援助の付与に反映されるものとし

ます。 

 財政援助の要請は速やかに処理され、病院施設は、申請書を受領してから

30日 から60日以内に、患者または申請者に書面で通知するものとします

。 

 病院施設は、虚偽の情報や信頼性の低い情報、または強制的な方法で得ら

れたと信じるに足る情報に基づいて、適格性の判断を行うことはありませ

ん。 

 FAAの完了に基づいて適格性が承認された場合、患者は、決定日の12か月

前に受けたサービスに対して発生したすべての適格なアカウントに対して

、将来的には決定日。 

 推定適格基準に基づいて適格性が承認された場合、決定日から12カ月前に

受け たサービスに対して発生したすべての適格アカウントにも経済的支

援が適用されます。推定的適格者は、FAAの完了または推定的適格性の新

たな決定がない限り、決定日以降に提供されたEMCareに対して財政援助

を受けることはできません。 

 病院施設が提供する経済支援の適格性が否定された場合、患者または保証

人は、収入または地位に重大な変更があった場合には、再度申請すること

ができます。 

 患者／保証人は、本ポリシーまたはFAPの適用に関する紛争が発生した場

合、病院施設に審査を求めることができます。経済的支援を拒否された患者

／保証人 は、補遺Aに記載されているように、適格性の決定に異議を申

し立てることもできます。 

 紛争または抗議の根拠は書面で、経済的支援の適格性に関する決定から3

ヶ月以内に提出してください。 

 病院施設は、Medicaid申請の結果を待っているため、FAP適格性の決定を

延期します。 
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B. 推定経済支援 

 

 推定的経済支援の資格があると判断された場合、FAP資格を判断するため

の合理的な努力は必要ありません。 

 メディケイド-対象外の医学的に必要なサービスを受けているメディケイ

ド患者は、推定財政支援の対象と見なされます。財政援助は、Medicaid

の発効日より前の場合に承認されることがあります。 

 

責任の所在 

 

CommonSpirit レベニューサイクルリーダーシップは、病院施設が個人が経済的支援

を受ける資格があるかどうかを判断するために合理的な努力をしたかどうかを決定する

ことに最  終的な責任を負います。この組織は、病院組織が本ポリシーに記載され

ているECAのいずれかを進めてよいかどうかを決定する最終的な権限を有していま

す。 

 

参考文書 

CommonSpirit 政府政策 財政 G-003, 財政支援アシスタント 
 

 
年間承認 

COMMONSPIRIT ヘルスボードにより承認されたものです。2023年6月22日 
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カリフォルニア病院フェア請求プログラム

ご注意： 
あなたの言語にて助けが必要な時は、こちらにお電話ください(209) 461-5281 もしく

は 、こちらにご訪問ください St. Josephs Medical Center - CA。オフィスは 午前8:00か
ら午後4:30まで 開いており、こちらにありますSt Joseph’s Medical Center of Stockton, 
1800 N. California Street, Stockton, CA 94062 。点字、大活字、音声、その他のアクセ

シブルな電子フォーマットの文書など、障害者のための補助やサービスも利用できま

す。これらのサービスは無料。

請求書支払いのサポート 
請求や支払いのプロセスを理解するのに役に立つ無料の消費者支援団体があります。詳

細は、Health Consumer Allianceに電話（888-804-3536）するか、または

healthconsumer.orgをご参照ください。 

病院請求書苦情処理プログラム 
病院請求書苦情処理プログラムは州のプログラムであり、病院請求書の支払いを援助す

る資格があるかどうかについての病院の決定を審査します。不当に金銭的援助を拒否さ

れたと思われる場合は、病院請求苦情プログラムに苦情を申し立てることができます。

詳細および苦情申し立てについては、HospitalBillComplaintProgram.hcai.ca.govをご参 


